
議案第   号  

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。  

  平成２８年１２月   日提出  

 

                 宇部市長   久  保  田   后  子  

 

 

記  

１  工  事  名  琴芝小学校屋内運動場改築（建築主体）工事  

２  工 事 場 所  宇部市東琴芝二丁目３番４８号  

３  請 負 金 額  一金     ,   ,   円也  

          （うち消費税額及び地方消費税額    ,   ,   円）  

４  契 約 の 方 法  一般競争入札  

５  工 事 の 概 要  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建て  

延べ面積  ８９３ .９４㎡  

６  契約の相手方   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第   号  

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。  

  平成２８年１２月   日提出  

 

                 宇部市長   久  保  田   后  子  

 

 

記  

１  工  事  名  鵜ノ島小学校屋内運動場改築（建築主体）工事  

２  工 事 場 所  宇部市小松原町二丁目１０番２５号  

３  請 負 金 額  一金     ,   ,   円也  

          （うち消費税額及び地方消費税額    ,   ,   円）  

４  契 約 の 方 法  一般競争入札  

５  工 事 の 概 要  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建て  

延べ面積  ８９３ .９４㎡  

６  契約の相手方   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第   号  

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。  

  平成２８年１２月   日提出  

 

                 宇部市長   久  保  田   后  子  

 

 

記  

１  工  事  名  厚南中学校屋内運動場改築（建築主体）工事  

２  工 事 場 所  宇部市大字東須恵字上岡の上２２２番地  

３  請 負 金 額  一金     ,   ,   円也  

          （うち消費税額及び地方消費税額    ,   ,   円）  

４  契 約 の 方 法  一般競争入札  

５  工 事 の 概 要  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建て  

延べ面積  １，１３７．９７㎡  

６  契約の相手方   

 

 

 



教 育 委 員 会 会 議 資 料 

 

 

 提 案 課 名 図書館  

議  題  

宇部市立図書館条例及び宇部市学びの森くすのき条例の一部を改正する

条例制定の件  

要  旨  

 利用者の利便性向上を図るため、火、水、金、土、日曜日の開館時間を

１時間延長すること及び元日を除く国民の祝日を開館することに伴い、所

要の整備を行うもの。  

 

施  行  日  

平成２９年４月１日  

 

【参 考】  

 

 

 

 

 改正前  改正後  

開館時間  

火・水・金曜日   ９時～１８時  

木曜日       ９時～１９時  

土・日曜日     ９時～１７時  

火～金曜日     ９時～１９時  

 

土・日曜日     ９時～１８時  

休 館 日 

・月曜日  

・祝日  

・月末（館内整理日）  

※  １２月は２８日、ただし１２月を  

除く月の月末が土曜日又は日曜日  

に当たるときは開館  

・１２月２９日から１２月３１日

まで及び１月２日から１月３日  

・特別整理期間 (秋季における２週

間以内の期間 ) 

・館長が特に必要があると認める

日  

・月曜日  

・月末（館内整理日）  

※  １２月は２８日、ただし１２月を  

除く月の月末が土曜日又は日曜日

に当たるときは開館  

・１２月２９日から１月３日  

・特別整理期間 (２週間以内の期

間 ) 

・館長が特に必要があると認める  

 日  

 


